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2017年から，子育て世代包
ほう

括
かつ

支援センター
❹
や市区町村子ども家庭総合支援拠点

きょてん
➎
が整備され, 

2024年から，両センターを見直してこども家庭センターとされた。 
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（削除） 
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❹こども家庭センター 

従来の子育て世代包括支援

センターと市区町村子ども家

庭総合支援拠点が有してきた

機能を引き続き活かしながら

も，一体的な組織として子育

て家庭に対する相談支援を実

施する施設。母子保健と児童

福祉の両機能の連携・協働を

深め，切れ目なく，漏れなく

対応することを目的としてい

る。 

2022年の児童福祉法改正により，これら２つの拠点が見

直され，2024年４月から子育て家庭の相談支援を一体的に担う

こども家庭センター❹の設置が市区町村の努力義務となった。 
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児童発達支援センター 

地域の障害児の健全な発達において中核的な役割を担う機関として，障害児

を日々保護者のもとから通わせて，高度の専門的な知識および技術を必要と

する児童発達支援を提供し，あわせて障害児の家族，指定障害児通所支援事 

業者その他の関係者に対し，相談，専門的な助言その他の必要な援助を行う。  

 


